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農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会 

（第１１回） 

 

                              令和５年９月７日（木） 

                              １３：３０～１４：２０ 

                              農林水産省消費・安全局第４会議室 

                              （ＷＥＢ会議形式による開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 議 事 

     （１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項について 
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１３時３０分 開会 

○楠川農薬対策室長 では、定刻となりましたので、委員の皆様方におかれましては、カメラをオンにして

いただければと思います。 

 ただいまから、農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 農産安全管理課農薬対策室長の楠川でございます。部会長に議事をお願いするまでの間、司会進行を務め

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日の農薬使用者安全評価部会は第11回目の会合となります。今回は、農薬使用者安全評価の暴露評価に

係る補足事項について、その他として、２つの有効成分の農薬使用者への影響評価の結果に関するパブリッ

クコメントの結果について、御検討いただきたいと思っております。 

 本日は、委員の方１名、臨時委員の方１名、専門委員の方４名に御出席いただいております。美谷島委員

におかれましては、本日御欠席となっております。 

 また、本日の議題では、防護装備の一つであるマスクの性能及び農薬が現場で実際にどのように使用され

ているのかが重要なポイントとなりますので、マスクの性能又は防除現場に詳しい方にも御参加いただいて

おります。御紹介させていただきたいと思います。 

 天野委員でございます。 

○天野委員 よろしくお願いいたします。 

○楠川農薬対策室長 山本委員でございます。 

○山本委員 山本です。よろしくお願いします。 

○楠川農薬対策室長 國谷専門参考人でございます。 

○國谷専門参考人 國谷でございます。よろしくお願いいたします。 

○楠川農薬対策室長 今回の部会はリモートでの開催になります。進行に不都合が生じた場合には、チャッ

トボックス機能もございますので、音声トラブル等ございましたら、当該チャットボックスより御連絡いた

だけますと幸いです。 

 委員及び専門参考人の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただいた上で、

発言希望等ございましたら、画面右側の参加者一覧の「挙手」のアイコンがありますので、そちらを押して

いただければと思います。 

 なお、基本的には挙手制で進められればと思いますが、挙手以外でも、気になること等ございましたら、

会議途中でも御自身でミュートを外して、御発言いただいて構いませんので、何なりとお申し付けいただけ

ればと存じます。 
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 さて、本部会は、農業資材審議会令第７条第１項で委員及び臨時委員の過半数の御出席で会議が成立する

と規定されています。本日は全体３名のところ２名の御出席を頂いておりますので、本部会は成立しており

ますことを御報告申し上げます。 

 本日の農薬使用者安全評価部会のうち、議事の（１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項につ

いては公開で開催するということで、傍聴の方々にもお越しいただいております。 

 具体的な内容といたしましては、農薬用マスクと防護マスクの整理について、一度に広範囲かつ多量に散

布することが想定されない農薬の農薬使用者の暴露量算出の検討について、農薬使用者影響評価におけるイ

ンナー付着量の取扱いについての３つとなっています。 

 議事（２）では、２つの有効成分の農薬使用者への影響評価の結果に関するパブリックコメントの結果に

ついて審議いただきます。個別の農薬についての農薬使用者への影響評価に関しての審議になりますので、

議事・資料は非公開とさせていただきます。 

 なお、審議終了後には、関連ファイルを削除いただきますよう、お願いいたします。 

 次に、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。 

 資料の１が議事次第でございます。資料の２が本部会第11回会合の出席者委員でございます。資料の３が

委員名簿でございます。資料の４が、農薬用マスクと防護マスクの整理についてでございます。資料の５が、

一度に広範囲かつ多量に散布することが想定されない農薬の農薬使用者の暴露量算出の検討について、資料

の６が農薬使用者影響評価におけるインナー付着量の取扱いについてでございます。資料の７が、パブリッ

クコメントの結果についてでございます。そのほか、参考資料を添付しているところです。 

 もし、足りないもの等ございましたら、会議途中でも結構ですので、事務局までお申し付けいただければ

と存じます。 

 では、これからの議事進行は櫻井部会長によろしくお願いいたします。 

○櫻井部会長 本日は、皆様、御多用のところを御出席いただきましてありがとうございます。 

 先ほども御説明がありましたように、本日は、まず農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項につい

て御議論いただいた後に、（２）その他として、２つの有効成分の農薬使用者への影響評価の結果に関する

パブリックコメントの結果について、こちらは非公開で議論していただく予定としております。前回に引き

続き、慎重かつ活発に御討論をお願いいたします。 

 それでは、早速、議事（１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項についての審議に入ります。 

 まず、１つ目の議題は農薬用マスクと防護マスクの整理についてということでございます。 

 事務局より、資料４の説明をお願いします。 

○大竹係長 事務局の大竹でございます。 
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 資料４を御用意いただければと思います。 

 農薬用マスクと防護マスクの整理についてです。 

 それでは、１．の背景から御説明させていただければと思います。 

 農薬使用者の影響評価法は、平成30年度の評価法に関する検討会での議論を経まして決定したところでご

ざいます。その際、防護装備による暴露軽減につきましては、その規格、特にマスクに当たっては、指定防

護係数というものに基づきまして評価することといたしました。 

 その後、農薬用マスク及び防護マスクの性能に係る我が国の規格が改正されたことがありますので、この

両マスクについて検討すべき事項があるかどうか確認しまして、必要に応じて、ガイダンスの記載を整理し

ていきたいといった内容でございます。 

 それでは、具体的に現在のマスクの性能の区分について御説明いたします。 

 2021年にJIS T 8150の改正が行われまして、使い捨てのものを農薬用マスクと呼び、取替え式のものを防護

マスクと呼んでいますが、これらの指定防護係数が表１のように整理されたところでございます。 

 この指定防護係数と、我々が透過率や全漏れ率と呼んでいるものは、逆数の関係になっていまして、例え

ば、指定防護係数４のマスクでしたら、４分の１に暴露量を減らせるということでございまして、全漏れ率

は25％ということになります。指定防護係数10ということでございましたら、10分の１ということでござい

まして、全漏れ率は10％となります。このように、我々がリスク評価で使っている透過率とは整合していま

す。 

 それでは、具体的に、もう少しガイダンスとの整合性を確認した内容は、１枚おめくりいただきまして、

３．ガイダンスとの整合性の確認の部分でございます。 

 先ほど申し上げましたように、ガイダンスの別添４の透過率の方には、特に矛盾はありません。 

 他方、ハザードの評価の防護装備のマスクの着用、具体的には、表９の抜粋に示しているとおり、急性吸

入毒性のところで、剤型によって「防護マスク」と「農薬用マスク」を使い分けているといった状況でござ

います。 

 同じ透過率であっても、ハザード評価法の方では両マスクの性能が異なるといったことを前提とした従前

の評価法に基づきまして、剤型によって農薬用マスクとか防護マスクを区別した記載になってございます。 

 ただ、表１の指定防護係数のところからも明らかなように、現在、両マスクの性能には差がないとされて

おりまして、農薬使用の際の防護装備として、両マスクを使い分けるべき科学的根拠はないと考えています。

そのため、ガイダンスの記載を整理してはどうかといった内容でございます。 

 ４．農薬用マスクと防護マスクの整理の案のとおり、農薬用マスクと防護マスクの区別をなくしまして、

「農薬用マスク」との表現に統一し、今後、何かの改正に併せまして、別添の４及び別添５の記載を整理し
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ていってはどうかといったものでございます。 

 具体的な内容は、別紙に記載してございます。現在は農薬用マスクと防護マスクのそれぞれに、ろ過材の

区分が全部書かれている形になっていますが、こちらを「農薬用マスク」に統一し、ろ過材の区分を括弧の

中に列記する形を考えております。 

 ハザードの方は、性能は同じものでございますので、剤型による使い分けはなくすとともに、表現も「農

薬用マスク」という１つにさせていただきまして、表に記載のとおりの整理をさせていただければという御

提案でございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 事務局からの説明で、御質問、御意見、コメント等はございますか。 

 相﨑先生。 

○相﨑委員 相﨑です。 

 念のための確認ですけれども、表の９ですか。今回は、性能が同じになったので「農薬用マスク」という

ふうに用語を統一するということだと思うのですけれども、こちらに、括弧内に「ガス体の場合は防毒マス

ク」、そのさらに括弧で「吸収缶付き防護マスク」ということで、統合した「防護マスク」という用語が、

もう一回ここで出てきているのですけれども、その辺りは、全体を表現するタームとして「農薬用マスク」、

個別のより詳しい記載をするときは「防毒マスク」とか「防護マスク」という用語を引き続き使うという解

釈でよろしいでしょうか。 

○大竹係長 ありがとうございます。 

 ガス体の場合と粉じんの場合とでは、明確に使い分けなければならないので、ガス体の場合のマスクの用

語はそのままの形で残しています。 

 これまでも吸収缶付きの防護マスクということで、ガス体になるものを使用される方は着用されていたと

いうところもありますので、分かりやすさというところもあるかなと思いますので、こちらは今のところ、

そのままの表現としているところでございます。 

○相﨑委員 分かりました。防毒マスクについては、そのとおりだと思います。「吸収缶付き防護マスク」

という表現なのですけれども、これは防護マスクというのが農薬用マスクに含まれてしまったとすれば、

「吸収缶付き農薬用マスク」というような表現もあるかとは思うのですけれども、その辺りはいかがでしょ

うか。細かい点で恐縮なのですけれども。 

○大竹係長 ありがとうございます。 

 そういった考え方もあるかなとも思ったところなのですけれども、今現在も使われている方もおりますの
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で、明確に使い分ける必要があるものについては、この表現が残っていても良く、現在、このマスクを使わ

れている方もより分かりやすいのかなというところもありまして、表現として残っているといったところで

ございます。 

○相﨑委員 それを整理したのだろうと思うのですけれども、非常に細かいところでありますので、利用者

の方に混乱が起こらないように記載していただければと思います。 

 以上です。 

○大竹係長 ありがとうございます。 

○櫻井部会長 國谷参考人にお聞きしたいのですけれども、この「農薬用マスク」、それから「防護マスク」

も「農薬用マスク」ということにすることについて、マスクを作る方の立場として、違和感ないでしょうか。 

○國谷専門参考人 國谷です。 

○櫻井部会長 お願いします。 

○國谷専門参考人 長い間、各メーカーは農家さん向けにマスクを提供してきているのですけれども、事務

局から御説明があったとおり、「農薬用マスク」、それから「防護マスク」という２つの呼び方をしていま

した。防護マスクの中には、粉剤、液剤用という粉じん系のものに使うものと、あとガス体に使う土壌くん

蒸用という形で、この３つの呼称で提供しておりますので、今回、農薬用マスクということで、粉剤、液剤

系の粉じん系のものを統一するということと、あと、防護マスクということでガス体のものはまた別の呼称

で呼ぶという形の方が恐らく混乱が少ないかなと思っております。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 そうしたら、今回の審議対象は申請者向けで、直接、農薬の使用者向けではないのですけれども、この記

載で、マスクを作っておられる方々に違和感はないということですね。 

○國谷専門参考人 そうですね。各メーカー、恐らく、こういった従前の表示でいろいろ製品の方を提供し

ていますので、少し整理は必要になってくるかと思います。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 ほかに、どなたか委員の先生方、ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、この事務局案ということでよろしいですか。では、資料の修正については、

特に今のところないということなので、もし、今後、何か出てくるようなことがあれば、細かい文言の修正

等は部会長一任ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

○楠川農薬対策室長 １点だけ、今御相談させていただければ。ただいま、相﨑先生から、「防護マスク」

という言葉がまた出てくることについて御指摘ありましたけれども、例えば、括弧の中を「吸収缶付き」だ

けにしても、吸収缶が付いているということは取替え可能なものというのは明らかに分かるので、あえて防
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護マスクという言葉がなくても、意味は通じるのかなと思っていまして、場合によっては、そういう整理を

させていただいてもよろしいのではないかと思っております。 

○櫻井部会長 分かりました。今ので、いかがでしょうか。急に言われても、皆様、ご意見がないかもしれ

ませんけれども。 

○相﨑委員 そういった方向で整理して、検討していただいて、より明解な記述になればよいかなと思いま

す。 

○櫻井部会長 ありがとうございます。 

 それでは、そういう方向で考えていただくということで、修正案がありましたら、私に一任していただけ

ますでしょうか。 

ありがとうございます。 

 また、農薬分科会への報告については、審議していただいた資料を基に作成いただき、私の方から御報告

いたします。ありがとうございました。 

 それでは、特に事務局からありますか。 

○楠川農薬対策室長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の御審議いただきました、農薬用マスクと防護マスクの整理については、部会決定事項と

して、農業資材審議会農薬分科会に報告させていただくということにしたいと思います。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 これにて、農薬用マスクと防護マスクの整理についての審議は終了といたします。 

 では、２つ目、一度に広範囲かつ多量に散布することが想定されない農薬の農薬使用者の暴露量算出の検

討についてでございます。 

 事務局より、資料５の説明をお願いします。 

○大竹係長 資料５を御準備いただければと思います。 

 一度に広範囲かつ多量に散布することが想定されない農薬の農薬使用者の暴露量算出の検討についての資

料でございます。 

 １．の背景から御説明させていただければと思います。 

 農薬使用者への暴露量の計算ですけれども、通常の農薬の場合は、作物ごとに設定した作業面積とか散布

液量、こういったものを使いながら暴露量を計算していくこととなります。ただ、この面積とか散布液量は

農家さんが通常散布する場合を想定したものでございまして、普通の作業面積であれば、数十アール、散布

液量でございましたら、数百リットルといった値を使いながら、暴露量を計算することとなります。 

 ただ、こちらに示してございますように、エアゾル剤とか、トリガースプレーとか、シャワー剤といった
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剤を、数百リットルや数十アール散布することが想定されませんので、こういった剤の暴露量の算出の仕方

を検討してまいりました。 

 資料をおめくりいただきまして、２．経緯のところですけれども、こちら、今回で３回目の御検討という

ことでございまして、既に２回ほど検討しているものでございます。最初の検討が第６回の農薬使用者影響

評価部会で事務局からお投げ掛けさせていただきまして、具体的に第８回の方で詰めてまいりまして、どう

いったパラメータで計算していくかというところを御検討いただいたところでございます。 

 具体的には、こちらのボックスに示してございますような、単位暴露量、１日の使用量、あと吸収率、製

剤の有効成分濃度といったものを積の形で表しまして、算出することとなっています。 

 これらの項目のうち御検討いただいているのが、こちら、下線を引いている、単位暴露量と製剤の使用量、

あと吸収率でございます。 

 このうち、吸収率については前回、決定いただきまして、特に経皮吸収率につきましては、既に希釈され

ているというものでございますので、デフォルトの値としては希釈液のものを用いることとなっております。 

 ただ、単位暴露量と製剤の使用量につきましては検討中というところでございまして、これまでの簡単な

検討の経緯を御説明させていただきます。 

 まず単位暴露量については、海外の値と比較などしながら、エアゾル剤については棚果樹のもの、トリガ

ースプレーでしたら野菜の平面のもの、シャワー剤も野菜の平面、そういったものを使いながら計算しては

どうかと事務局から御提案したところではございます。ただ、エアゾル剤の散布と棚果樹への散布では、散

布の状況も大きく異なるとともに、海外の単位暴露量を参考にしたといっても、海外のこういった剤の使い

方と我が国の使い方が同じなのかとか、そういったところがまだまだ不明であるということでございまして、

再度検討することとなっています。 

 製剤の使用量につきましては、流通の情報などを入れながら、整理を進めて行くこととなっています。 

 今般、これらの情報を事務局で整理し、具体的な暴露量の算出方法の案を作成したので、御検討いただき

たいという内容でございます。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、具体的な内容の御説明をさせていただきます。 

 ３．のところからになりますけれども、まずは単位暴露量のところから御説明させていただければと思い

ます。 

 欧州と米国の状況を比較しながら検討を進めてきたところでございます。ただ、欧州の方ですと、我が国

と同じような単位暴露量というものは確認できなかったとなってございます。 

 他方、米国の方ですと、同じように単位暴露量を設定してございまして、エアゾル剤とかトリガースプレ

ーについては、単位暴露量が確認できています。 
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 ただ、単位暴露量の基になっている試験の内容を確認していきますと、使用した製剤は同等のものですけ

れども、ここに記載していますように注意が必要であるといった状況でございました。 

 具体的には、エアゾル剤であれば、そもそも試験を実施した場面が室内でありまして、屋外で使用した場

合の評価には不確実性があるといったことが記載されてございました。 

 あと、トリガースプレーの方ですと、使用場面は似たものもありますが、多くのサンプルで検出下限未満

の値ということで、こちらも不確実性のある値といったところかと思います。 

 これらを受けまして、ウとして、我が国の評価に用いる単位暴露量の方を検討してまいりました。 

 我が国で実施された暴露試験は、確認できていないといったところでございます。 

 また、欧米のモデルの基となった試験条件を見ていきますと、単純に我が国の実態と比較できないという

状況でございましたので、我が国の既存の単位暴露量のうちから適切なものを採用してはどうかといった御

提案をさせていただきたいと思っているところでございます。 

 それでは、エアゾル剤とかトリガースプレーがどのような使われ方をしているのかというところをお示し

しているのが、こちら、３ページの下の方となってございます。 

 エアゾル剤は、農薬を蓄圧充塡して、散布するというものでございまして、殺虫剤とか殺菌剤として使用

されているものでございます。 

 トリガースプレーは、トリガーを手で引いて、人力で散布しているというものでございまして、幅広い作

物に使われておりまして、殺虫・殺菌剤がメインではございますけれども、一部除草剤としても使用されて

います。 

 １枚おめくりいただきまして、シャワー剤の方に入りますけれども、こちらは上の２つとは違いまして、

散布液を粒子化するものではなく、場面としましてはジョウロを使った使用方法に近いのではないかといっ

たところでございます。 

 こういった剤の使い方を踏まえて、どういった単位暴露量を用いるのがよいかと検討してまいったのが、

こちらの段落になってございます。 

 エアゾル剤とかトリガースプレーにつきましては、使用場面などから、野菜の立体が、状況としては近い

のではないかと考えたところでございます。 

 ただ、野菜の立体の単位暴露量の基となったデータは、動噴を使って散布ということでございまして、エ

アゾル剤とかトリガースプレー剤、それらの暴露量の算出のために用いると、多少過剰な推定になる可能性

はあると思っているところではございますけれども、データがないということも考慮しながら、考えていく

必要があるのではないかといったところでございます。 

 あと、様々な情報を確認していきますと、エアゾル剤の方ですと、粒子径が通常の散布の場合に比べると
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小さいというところもありまして、定性的にはなりますけれども、吸入しやすいといった特徴があるのでは

ないかと考えているところでございます。 

 これらを併せて、基本的にエアゾル剤とかトリガースプレー剤につきましては、単位暴露量は野菜の立体

のものを用いてはどうかと考えているところでございます。 

 ただし、エアゾル剤につきましては、先ほど申し上げましたように、吸入しやすいという特徴があると考

えておりまして、そこだけは米国の値を採用してはどうかといった御提案でございます。 

 シャワー剤につきましては、次のページにはなってしまうのですけれども、使用場面を比較しますと、水

稲の育苗箱への散布が近いのかなというところがございまして、そのときの単位暴露量を用いて、計算して

はどうかというところでございます。 

 具体的な数字としましては、こちら、図表４に示している値、単位暴露量を使いながら、トータルの暴露

量を算出してはどうかといった御提案でございます。 

 ここまでが単位暴露量のところでございまして、次がもう一つのパラメータである製剤の使用量というと

ころでございます。こちらも、欧州と米国のものと比較しながら検討いたしました。 

 欧州の方では、１日にどれだけ使うかといった情報は確認できませんでした。 

 他方、米国の方ですと、我が国と同じような形で暴露量を算出しているというのもありまして、デフォル

トの値というのが、ある程度決まっています。それらの値を見ますと、おおむね１本以内としているシナリ

オが多く、多く使用することを想定したシナリオであっても２本とか３本といった状況でございました。こ

れらを踏まえながら、暴露量を算出する際に用いる、我が国の１日当たりの使用量を検討いたしました。 

 前回の御議論を受け、調査を行いまして、情報を整理してまいったというところでございます。 

 各剤の主な特徴といたしましては、こちらに記載のとおりにはなりますが、エアゾル剤の方ですと、400～

500 mLのもので販売されているといった状況でございます。 

 トリガースプレーの方ですと、もう少し容量の幅は広くて、250 mLから１ Lといったもので販売されてお

り、特に、500 mLから１ Lの比較的大きい容量のものの方がよく売れているといったところでございます。 

 殺虫・殺菌剤がメインでございますけれども、除草剤の方でも500 mLから１ Lといった形で販売されてい

るというところでございます。 

 最後にシャワー剤ですけれども、ほかの２つの剤に比べると大容量のものであり、１ Lから６ Lのもので

販売されているといった状況でございます。2.5 Lまでのものの方が、販売数量は多いですが、６ Lまでのも

のもそれなりに販売されているといった状況でございます。 

 こういった状況を踏まえまして、最終的にどういった値を評価の中で使っていくかというところがこちら

の段落になってございます。 
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 直接的に１日の使用量を調査したという結果は確認できなかったところですが、米国でも１日に１本以内

の使用量を仮定しているといった、そういうことも参考にしながら、我が国の暴露量の算出に当たっても、

１日に使用する製剤の量としては最大の容量の製品を１本使用すると仮定してはどうかといった御提案でご

ざいます。 

 具体的な値はこちらの図表５に示してございまして、エアゾル剤でしたら、0.5 L、トリガースプレーだっ

たら１ L、シャワー剤だったら６ Lといった値を使っていきたいと考えているところでございます。 

 それらをまとめたのが、４．最終的な算出方法の案の部分でございます。 

 パラメータ等はこれまでに示したものを記載しつつ、１つあるのが、除草剤については、トリガースプレ

ーとシャワーの両方の形態で販売されてございますので、暴露量の算出は両方のパターンで計算するのがよ

ろしいのではないかと考えているところでございます。 

 具体的なパラメータ等は、（１）～（３）に書いているとおりでございまして、先ほどまでの御説明と同

じものになってございます。 

 最後、前回御検討いただいた吸収率も、今回併せて記載をしているといったところになってございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関して、質問、コメント、御意見等ございますでしょうか。 

 説明にあったのですけれども、半年ぐらい前に一度議論して、米国や欧州のデータ、それから使用の実態

等々を調べていただいて、その上でこういう式でやったら良いのではないかという御提案が出てきたわけで

すけれども、いかがですか。特にございませんでしょうか。 

 相﨑先生、どうぞ。 

○相﨑委員 相﨑です。 

 少し、細かいところ。評価方法の算出方法に関しては、大分詰めてこられていると思いますので、この方

向でよろしいかなと思うのですけれども、最初の第６回の頃から、漠然と何か不安感みたいなのをこちらの

内容で感じていたのですけれども、ようやくそれが分かったので、コメントさせていただきたいと思ったの

ですが、これの最初のタイトルのところに「一度に広範囲かつ多量に散布することが想定されない農薬」と

書いてあるのですね。それで、こちらの「想定されない」という表現が、想定外のときにどうするのかとい

う不安感を感じていたのですが。最初の背景のところ、１ページ目、こちらの背景で平成31年の通知、こち

らが基になっているというのがようやく気が付きまして、それで御提案なのですけれども、こちらの通知の

中では「一度に広範囲かつ多量に使用されることがない」という表現になっているようですよね。括弧とし

て「多量に使用しない」ということで、以下、２ページには「多量に使用しない」とはっきり書いてあるの
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ですけれども、そういった表現にすることはできませんかという御提案です。 

 以上です。 

○櫻井部会長 なるほど。どうでしょうか。 

○大竹係長 ありがとうございます。 

 ここを変えても結論は変わりませんし、対象にしている農薬というのはここに記載のとおりのものでござ

いまして、そこは全然変わらないところでございます。 

 こちらのタイトルを変えることによって、より明確に分かると思っているところでございます。多量に散

布することがないと言い切って、我々はこういうものを対象にしているということが明確に分かるようにと

いう方向がよろしいかなといった御意見と、今理解してございます。 

○櫻井部会長 すでにこちらからの通知で、そういう言葉を使っているので、こちらにしてはということな

のですけれども、確かにその方が、想定されるか、されないかという、どう受け取るかが曖昧さを残さない

ので、相﨑委員の言われたことは、よさそうに思うのですが、いかがですか。皆様、ほかに御意見あります

でしょうか。 

 それでは、その表現の方向で考えていただくことにしましょう。 

 あと、このモデルですね、エアゾルやトリガースプレーは野菜の立体のものとし、エアゾルの吸入のとこ

ろだけは米国のものを採用して、あとはジョウロでまくような剤を使っているということですが、米国のエ

アゾルの吸入モデルは室内でやっているから、吸入量はオーバーエスティメートになりますか。 

○大竹係長 そのようになりますね。 

○櫻井部会長 そうなると、ちょっと多めの方に振れるので、安全よりの評価にはなってくれると思うので、

問題はないかと思うのですけれども。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、先ほどの修正ですね。それについて、事務局にお願いしまして、確認は私

に御一任いただけますでしょうか。ありがとうございます。 

 では、また、農薬分科会への報告については、審議いただいた資料を基に、また作成していただいて、私

が確認いたしますので、よろしくお願いします。 

 事務局の方からございますでしょうか。 

○楠川農薬対策室長 ありがとうございます。 

 それでは、本日審議いただきましたものについては、タイトルも、散布することがない農薬として部会決

定事項として、農業資材審議会農薬分科会に報告させていただくことにしたいと思います。 

○櫻井部会長 それでは、議題の文言はまだ直っていないのですけれども、一度に広範囲かつ多量に散布す

ることが想定されない農薬の農薬使用者の暴露算出量の検討についての審議を終了いたします。 
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 それでは、最後の議題、農薬使用者影響評価におけるインナー付着量の取扱いについてでございます。 

 これは資料６になりますが、事務局の方で説明お願いします。 

○大竹係長 資料６を御準備いただければと思います。 

 農薬使用者影響評価におけるインナー付着量の取扱いについてでございます。 

 資料の内容に入る前になりますけれども、こちらの議題は、農薬申請に当たりまして、申請者の方で実施

した圃場における農薬使用者暴露試験を、評価の中でどうやって取り扱っていくかといった内容の議題でご

ざいます。 

 それでは、早速、本文を御説明させていただきます。 

 １．の背景にありますように、現行のデフォルトの単位暴露量につきましては、試験事業等の結果に基づ

きまして設定してきたところでございます。 

 試験事業等におきましては、当時用いた試験法はパッチ法ということでございますけれども、通知の中で

定めている試験法では、パッチ法に加えまして、全身測定法も採用されているとともに、第５回の農薬使用

者安全評価部会において、「圃場における農薬使用者暴露試験の実施に当たって留意すべき事項」を決定い

ただいたところでございます。これによりまして、予測式に代えて、対象となる農薬の使用実態を適切に反

映した暴露試験が実施できるように整理できたところでございます。 

 この内容を第32回の農薬分科会に御報告しましたところ、作業着とか不浸透性防除衣のアウターの下のイ

ンナー付着量を測定して、直接的に使用者の暴露量を把握する方法があるのではないかと、こういった御意

見を頂いているところでございます。 

 この次のパラグラフが、具体的に、直接的に把握するというのがどういうことかというものを書いている

ところでございます。 

 防護装備を着用したときの暴露量というのは、着用しないときの暴露量にデフォルトの透過率、長ズボ

ン・長袖の作業着であれば10％とか、そういったものを掛けることによって算出していくといったものにな

ってございます。 

 このデフォルトの透過率は、どのような状況であっても超えることがないようにと、保守的に設定されて

いるものでございまして、試験で防護装備の下に着用したインナーの付着量のみに基づいて暴露量を把握す

ることで、より実態に即した暴露評価となるというものでございます。 

 それを少し説明しているのがこの米印の１とか２で表現しているところでございまして、式でいいますと、

この単位暴露量と防護装備の透過率というものを一緒に見ていこうというものでございます。つまり、単位

暴露量の中に、防護装備の性能も含めて評価してしまおうといったものになってございます。 

 これらを踏まえまして、欧米におけるインナー付着量の取扱いを確認し、我が国の評価に当たってのイン
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ナーの付着量の取扱いを検討している内容となってございます。 

 それでは、具体的に、２．の欧州におけるインナー付着量の取扱いでございます。 

 欧州ですと、そもそも全身測定法を用いて暴露試験を実施しまして、長ズボン・長袖の作業着の下のイン

ナー付着量のみに基づいた予測式、モデルが作成されているといった状況でございます。全てのシナリオで

はないですけれども、不浸透性防御衣や不浸透性手袋の下のインナー付着量のみに基づいた予測式も用意さ

れているといった状況でございます。 

 その予測式の基になっている暴露試験の概要ですけれども、それを確認いたしますと、欧州のガイダンス

等では、暴露試験は１日の労働時間といった記載はあるのですけれども、実際の試験では、作業時間として

は数十分～数時間と幅はありますけれども、こういった時間で試験は実施されているといったものになって

ございます。簡単ですけれども、表１の中に暴露試験の概要をまとめてございます。 

 それでは、米国の方ではどうだったかというところですけれども、米国も欧州と同様に、長ズボン・長袖

の作業着の下のインナーや不浸透性手袋の下のインナー付着量に基づきまして、予測式が用意されています。 

 彼らの予測式には80年代の暴露試験の結果も含まれていますけれども、今も新しくデータを取り直してお

りまして、現在ではより精緻な測定法であります全身測定法を用いて、単位暴露量を設定していっていると

ころでございます。 

 それでは、我が国の暴露試験の状況はどうかといったところを４．に記載してございます。 

 我が国の単位暴露量の根拠となった散布時間は、もちろん欧米に比べて、圃場の規模とかが全然違います

ので単純に比較はできないのですけれども、我が国の散布時間は数分～２時間程度といったところでござい

ます。 

 そういった状況でございますけれども、作業着の下に着用したインナーからも農薬が検出されているとい

った状況となってございます。散布時間に幅はあるのですけれども、作物によっても違いますけれども、数

十分程度は暴露しているものが多いといった状況でございます。 

 これらを踏まえまして、５．のまとめというところでございます。 

 まず、１つ目が通常の作業着を着た場合のインナー付着量の取扱いというところでございます。 

 欧米でも、インナー付着量のみに基づいてモデル等を設計して評価しているといったこと、あと、欧州で

も、数十分の作業の結果であっても、インナー付着量から暴露量を算出できるモデルの根拠に含めていると

いったことから、我が国の試験法で定める通常の作業着を着用して実施した試験の結果でありましたら、イ

ンナー付着量のみから単位暴露量は設定できるのではないかと、このように考えているところでございます。 

 「なお」以降のところは、これは普通の評価と同じように、外側に着用した服とインナーの両方について、

全体の付着量を測定して、それに防護装備の透過率を掛けるといった、そういった使い方もできますよとい
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ったことを書かせていただいています。 

 それでは、（２）の方は不浸透性防除衣や不浸透性手袋を着用した場合のインナー付着量の取扱いという

ものでございます。 

 欧米では、不浸透性防除衣とか不浸透性手袋を着用して実施した試験の結果から、インナー付着量のみに

基づいた予測式が用意されているといった状況でございます。 

 また、ＯＥＣＤのガイダンス等を見ますと、暴露試験の実施に当たりましては、そもそも必要な防護装備

を着用することとされてございまして、我が国で試験を実施する場合でも防護装備の着用が必要な状況とい

ったものが想定されるところでございます。 

 欧州の試験で着用された不浸透性防除衣は我が国でも入手可能であるといった、そういう実行可能性の面

も考え、それに加えて、試験の暴露時間も考慮しますと、我が国の試験法で不浸透性防除衣を着用して実施

した場合でも、インナー付着量のみに基づきまして単位暴露量を設定できるのではないかと、このようなこ

とを考えているところでございます。 

 それらをまとめまして、（３）の対応方針の案でございます。 

 もちろん、パッチ法に比べて全身法の方が精緻な測定法であるということもありますので、原則、全身測

定法で実施された試験であって、アウターとインナー、この両方の付着量が測定された暴露試験が提出され

て、もちろん、農薬使用者安全評価部会で適当と判断された場合に、インナー付着量から単位暴露量を算出

して、評価に用いるといった、こういった方向ではどうかといった御提案でございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 今の御説明に対して、御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいですか。 

 山本先生。どうぞ。 

○山本委員 山本です。 

 このインナーによる評価というのは賛成ですので、そのことについて私からは特にないのですけれども、

この最後の対応方針の中で、既にパッチ法で実施してしまっている薬剤もあるのかなというふうに思いまし

て、それもケース・バイ・ケースということになるのかもしれませんけれども、適宜、採用する、しないと

いうのを、公平性という意味から前向きに捉えていただければなというふうに思うのですけれども。意見と

いうことになろうかと思います。 

○大竹係長 事務局でございます。 

 もちろん、具体的な試験成績等を見ながら、ケース・バイ・ケースにはなりますけれども、先生方にお諮

りした上での結果にはなりますけれども、インナーの評価に使えるのであれば使っていくということかと、
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事務局としては、思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○櫻井部会長 ほかにございますか。 

 それでは、特にないようですので、今のところは、特に修正ということには、ならないかと思いますが。

いかがですか。 

○楠川農薬対策室長 ならないかと思います。 

○櫻井部会長 ならないですね。原則ということを書いてありますし、運用上の問題ですので、特に修正等

は必要ないと思いますけれども。 

 それでは、これで、農薬分科会への報告ですね。この審議いただいた資料を基に作成いただき、私の方か

ら報告いたしますので、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、事務局の方から、何かございますか。 

○楠川農薬対策室長 ありがとうございます。 

 こちらについても、農薬使用者影響評価におけるインナー付着量の取扱いについてということで、部会決

定事項として、農薬分科会に報告させていただきたいと思います。 

○櫻井部会長 それでは、議題（１）の審議３つが終了したことになります。 

 議題（１）に関して通して、何か御意見ありますか。よろしいですね。 

 それでは、ここから非公開になりますので、傍聴者の皆様におかれましては、ここまでで御退席をお願い

いたします。 

 それから、参考人として出席頂いている天野委員、山本委員、國谷専門参考人におかれましても、ここで

御退席いただければと思います。 

退席の間、10分程度休憩ということにいたしたいと思います。それでは、切りがいいので、２時半から、

次再開いたしますので、よろしくお願いします。 

１４時２０分 休憩 


